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県庁南地区 

 

 

 

 

地区計画の目標 

本地区は，JR 水戸駅から南方へ約 6.0ｋｍに位置しており，市街化区域に隣接する市街化調整

区域である。近年，本地区においては，急速に宅地化が進行するなど都市化の圧力が大きく，小

規模で無秩序な開発行為が進み，道路の連絡交通の便が悪く，良好な居住環境の形成や防災面

からも懸念される状況にある。 

このため，適正な道路等の配置と秩序ある土地利用の規制・誘導により，良好な居住環境の形

成及び保全を図ることを目標とする。 

 

令和４年１０月７日 告示 
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地区施設の配置及び規模 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建物の制限に関する内容 

 

●建築物の用途の制限（次の建築物以外は建てられません。） 

低層住宅地区 

１ 建築基準法別表第２（い）項に掲げる建築物 

２ 建築基準法別表第２（ろ）項第２号に掲げる建築物 

３ 事務所又は作業所でその用途に供する部分の床面積の合計が 200 ㎡以

内のもの（次に掲げるものは除く。） 

ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受ける

営業の用に供するもの 

イ 建築基準法別表第２（ぬ）項第３号(1)から(20)まで及び（る）項第１号(1)

から(31)までに掲げる事業の用に供するもの 

ウ 建築基準法別表第２（ぬ）項第４号に掲げるもの 

エ 貨物自動車運送事業法第２条第１項に規定する貨物自動車運送事業

の用に供するもの 

オ 原動機を使用する作業所で作業場の床面積の合計が 150 ㎡を超える 

もの 

４ 前２項の建築物に附属するもの（建築基準法施行令第 130 条の５に規定

するものを除く。） 

沿道地区 

１ 建築基準法別表第２（は）項に掲げる建築物 

２ 事務所又は作業所でその用途に供する部分の床面積の合計が 200 ㎡以

内のもの（次に掲げるものは除く。） 

名 称 幅 員 延 長 備 考 

道路１号線 ９ｍ 約 430ｍ 既存施設 

道路２号線 ９ｍ 約 660ｍ 既存施設 

道路３号線 ８ｍ 約 400ｍ 既存施設 

道路４号線 ８ｍ 約 330ｍ 新設 

道路５号線 ６ｍ 約 550ｍ 既存施設(一部新設) 

名 称 面 積 備 考 

１号公園 約 204 ㎡ 既存施設 

２号公園 約 964 ㎡ 既存施設 

３号公園 約 479 ㎡ 既存施設 

４号公園 約 107 ㎡ 既存施設 

５号公園 約 840 ㎡ 既存施設 

６号公園 約 614 ㎡ 既存施設 

７号公園 約 228 ㎡ 既存施設 

８号公園 約 126 ㎡ 既存施設 
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ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受ける

営業の用に供するもの 

イ 建築基準法別表第２（ぬ）項第３号(1)から(20)まで及び（る）項第１号(1)

から(31)までに掲げる事業の用に供するもの 

ウ 建築基準法別表第２（ぬ）項第４号に掲げるもの 

エ 貨物自動車運送事業法第２条第１項に規定する貨物自動車運送事業

の用に供するもの 

オ 原動機を使用する作業所で作業場の床面積の合計が 150 ㎡を超える 

もの 

３ 前項の建築物に附属するもの（建築基準法施行令第 130 条の５の５に規

定するものを除く。） 

 

●建築物の容積率，建ぺい率の最高限度 

 容積率 建ぺい率 

低層住宅地区 １００％ ５０％ 

沿道地区 ２００％ ６０％ 

 

●敷地面積の最低限度 

低層住宅地区 
２００㎡ 

沿道地区 

 

●建築物の壁面の位置の制限 

低層住宅地区 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から,道路境界線までの距離は，１ｍ

以上でなければならない。ただし，次の各号のいずれかに該当するものにつ

いては，この限りではない 

(1)外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が３ｍ以下の建築物又は

建築物の部分 

(2)物置その他これに類する用途に供する建築物又は建築物の部分で，軒の

高さが２．３ｍ以下かつ床面積の合計が５㎡以下のもの 

沿道地区 

 

●建築物等の高さの最高限度 

低層住宅地区 

１０ｍとする。 

ただし，建築基準法別表第２（い）項第４号，第６号及び第８号に掲げるもの並

びに建築基準法別表第２（は）項第２号から第４号までに掲げるものについて

は，第一種低層住居専用地域の日影規制（建築基準法別表第４第１項（は）

及び（に）欄（１）の号）を満たす場合は，２０ｍとする 

沿道地区 
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備考 

１ 建築物等に関する事項の規定に関しては，本地区計画に係る都市計画決定の際，現に存
する建築物又は現に建築，修繕若しくは模様替え等の工事中の建築物が，当該規定に適合
しない部分を有する場合においては，適用を除外する。 

２ 建築物等に関する事項の規定に関しては，市長が公益上必要な建築物でやむを得ないと
認めたものについては，適用を除外する。 

３ 建築物（自己の居住の用に供する住宅を除く。) の敷地の出入口が有効幅員５ｍ以上の道

路に接していることとする。なお，本地区計画に係る都市計画決定の際，現に存する建築物
が当該規定に適合しない場合においては，適用を除外する。 

４ 建築物の敷地内の下水 (下水道法第２条第１号に規定する下水をいう。) を既設の排水路

その他排水施設に適切に排出できることとする。ただし，自己の居住の用に供する住宅及び

兼用住宅（自己の居住及び業務の用に供する建築物に限る。）の敷地内の下水を既設の排

水施設に適切に排出できない場合にあっては，敷地内で処理することができる。なお，本地

区計画に係る都市計画決定の際，現に存する建築物が当該規定に適合しない場合におい

ては，適用を除外する。 

 


